
社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会 

役 員 報 酬 規 程 

 

（目  的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人京都市上京区社会福祉協議会（以下「上京区社協」とい

う。）定款第２５条の規定に基づき、役員に対する報酬について定め、適正な事務運営を

図ることを目的とする。 

 

（支給の対象） 

第２条  法人定款第１８条に規定する監事とする。ただし、財務担当監事のみに支給する。 

 

（支給金額） 

第３条  役員に支給する報酬等は、次のとおりとする。 

⑴  報酬は、税抜年額５０，０００円を支給する。 

 

附  則   

この規程は、平成２２年  ４月  １日から施行する。 

この規程は、平成２７年  ３月３０日から一部改正して施行し、平成２６年  ４月  １

日に遡及して適用する。 

この規程は、平成２９年  １月２４日から一部改正する。 

 

 

 

 

 

 


